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「役場組織」と「業務時間」の見直し

４４月月１１日日かからら『『役役場場組組織織』』とと『『業業務務時時間間』』をを見見直直ししままししたた
～スリム化を図り新たな行政課題に対応できる組織とするために～

■ スリム化を図る ＝課の統廃合＝

国土調査課を《産業課》に統合しました。
下水道課と水道課を統合し《上下水道課》を新設しました。
文化センターを《社会教育課》に統合しました。

■ 新たな行政課題に対応できる組織 ＝係の新設・統廃合＝

■ 副町長制の導入

地方自治法の改正により、助役が副町長に変わりました。

窓口業務の時間が１７時３０分までになります
業務時間は、８時３０分～１７時３０分まで

※町民課住民係は、従来どおり１８時１５分まで業務を行います。

産業課（庁舎２階）

電話番号

９８５－４１２０
９８５－４１２７

社会教育課（庁舎４階 ※文化センター係は、文化センター内）

電話番号

９８５－４１３９

上下水道課（庁舎２階）

電話番号

９８５－４１２６

９８５－４１３３

町民課（庁舎１階）

電話番号

９８５－４１０５
９８５－４１０６

総務課（庁舎３階）

電話番号

９８５－４１０３

主な業務内容

商工・水産の振興、観光事業の推進
地籍調査

主な業務内容

施設の管理運営、芸術文化の普及

主な業務内容

受益者負担金の賦課徴収
下水道整備・管理、管梁工事の推進
使用料の共同徴収
上水道整備・管理

主な業務内容

戸籍に関する事務及び年金に関する事務

主な業務内容

町長・副町長の秘書業務

広報紙作成及び情報公開関係の事務

消防・防災及び庁舎管理の推進

変 更 後

商工水産観光係
国土調査係

変 更 後

文化センター係

変 更 後

下水業務係
下水工務係
水道業務係
水道工務係

変 更 後

住民係

変 更 後

秘書室秘書係

広報情報管理係

危機管理室危機管理係

旧 係 名

商工・水産係
国土調査課から

旧 係 名

文化センター

旧 係 名

下水道課 業務係
下水道課 工務係
水道課 業務係
水道課 工務係

旧 係 名

住民係
年金係

旧 係 名

秘書広報係
秘書広報係
情報公開係
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